
リビングリスク総合補償制度において、以下条件に該当する場合にご利用が可能です。

Web保険金請求を
ご利用いただける条件

【ご利用いただける条件】

①ケガをされたご本人（18歳未満の未成年は親権者）のお手続きであること

②「ケガ」の通院保険金のみの請求であること

③治療が終了しており、かつ通院日数の合計が10日以内であること

④後遺障害の残存見込みがないこと

⑤保険金を受け取る口座がケガをされたご本人の名義であること

※ 詳細につきましては、Webサイトにてご確認ください。

１．ご利用対象

『Web保険金請求システム』のご案内

＼保険金の請求手続きがWeb上で完結できるようになります！／

「Web事故連絡システム」に加え、新たに「Web保険金請求システム」のご提供を開始いたします。

スマートフォンやパソコンにて保険金請求まで1回の手続きで完結

■ 書類の記入・郵送が不要 ■ 約5～10分で完了 ■ いつでも手続き可能

新機能明治安田損害保険のリビングリスク総合補償制度にご契約のみなさまへ

２．団体番号・被保険者番号

商品 団体番号

リビングリスク総合補償制度 91-90104ｰ8

入力の際、団体番号と被保険者番号が必要となります。



３．画面イメージ

事故連絡から保険金請求までの一連の手続きが1回で完結できます。

４．アクセス方法

左記画面にて保険金請求完了です！

お客さま情報入力画面でE メールアドレスを入力した場合は

受付完了メール（自動送信）をお送りいたします。

※21：00以降に事故連絡を実施した場合、受付メールは

翌朝以降に送信されます。

※支払いが完了いたしましたらお支払通知を郵送にてお送りいたします。

下記の二次元コードまたは明治安田損害保険の公式ホームページからアクセスしてください。

明治安田損害保険公式HP

https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/
Web保険金請求システムTOP画面

＜取扱代理店＞

明治安田保険サービス株式会社 事務サービス・ＣＳ推進部
〒163-1104 東京都新宿区西新宿6-22-1 新宿スクエアタワー4F
TEL:03-3343-8779 内線:7318-202（営業時間 平日9:00～17:00）

＜引受損害保険会社＞

明治安田損害保険株式会社
〒101-0048 東京都千代田区神田司町2-11-1

https://www.meijiyasuda-sonpo.co.jp/

